
 

 

 
Ⅱ 平成 21 年度実績評価の実施計画 

「政策の目標」ごとの政策所管課等及び各局課評価担当組織 
「政策の目標」 政策所管課等 各局課評価担当組織

総合目標 通貨に対する信認を確保しつつ、健全で活力ある経済及び安

心で豊かな社会を実現するとともに、世界経済の安定的発展

に貢献すること 

  

 総合目標１ 我が国の厳しい経済財政状況の中、「当面は景気回復」、

「中期的には財政再建」との方針の下、当面は景気回復を最

優先で図る。また、2011年度までの国・地方の基礎的財政収

支の黒字化という現行の努力目標の下、景気回復を最優先と

しつつ、財政健全化の取組を進める。さらに、2010年代半ば

までに、国・地方の債務残高対ＧＤＰ比の発散を止め、安定

的に引き下げることを目指す。このため、「持続可能な社会

保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」

等の実現に向けて、歳出及び歳入の改革に取り組む 

主計局（主計企画官、調査課、総務課）、大臣官

房総合政策課、主税局（総務課、調査課） 

主計局司計課、大臣

官房総合政策課、主

税局総務課 

 総合目標２ 少子・高齢化や国際化などの経済社会の構造変化や財政状況

に対応した、国民の安心を支え、経済社会の活力を高め、国

民・納税者の信頼を得ることができる税制を構築する。中期

的な財政責任を果たし、社会保障に対する国民の安心強化を

図るため、消費税を含む税制抜本改革に向けて取り組む 

主税局（総務課、調査課、税制第一課、税制第二

課、税制第三課、参事官室） 

主税局総務課 

 総合目標３ 「簡素で効率的な政府」を実現するため、2015年度末に国の

資産規模の対ＧＤＰ比を半減するとの目標を踏まえ、民間の

知見を活用しつつ、国の資産・債務管理の強化を図る。その

ため、財政投融資について重点化・効率化等その適切な運営

を図るとともに、国有財産の売却・有効活用等に取り組む 

理財局（総務課、国庫課、国債企画課、国債業務

課、財政投融資総括課、国有財産企画課、国有財

産調整課、国有財産業務課） 

理財局総務課 

 総合目標４ 金融システムの状況を適切に踏まえながら、関係機関と連携

を図りつつ、金融破綻処理制度の適切な整備・運用を図ると

ともに、迅速・的確な金融危機管理を行うことにより、金融

システムの安定の確保を目指す。また、通貨の流通状況を適

切に把握し、適正な通貨を円滑に供給することにより、通貨

制度の適切な運用を行う 

大臣官房信用機構課、理財局（国庫課） 大臣官房信用機構

課、理財局総務課 

 総合目標５ 我が国経済の健全な発展に資するよう、地球的規模の問題へ

の対応を含む国際的な協力等に積極的に取り組むことによ

り、世界経済の持続的発展、国際金融システムの安定及びそ

れに向けた制度強化、アジアにおける地域協力の強化、開発

途上国の経済社会の発展、国際貿易の秩序ある発展を目指す

国際局（総務課、調査課、国際機構課、地域協力

課、為替市場課、開発政策課、開発機関課）、関

税局（関税課、参事官室（国際機構担当）、参事

官室（国際調査担当）、経済連携室）、財務総合

政策研究所（研究部国際交流室） 

国際局総務課、関税

局総務課 

 総合目標６ 総合目標１から５の目標を追求しつつ、財政・経済の構造改

革に積極的に取り組むとともに、民間需要主導の持続的な経

済成長の実現に寄与することを目指し、関係機関との連携を

図りつつ、適切な財政・経済の運営を行う 

大臣官房総合政策課、主計局（総務課、調査

課）、主税局（総務課、調査課） 

大臣官房総合政策

課、主計局司計課、

主税局総務課 

政策目標１ 健全な財政の確保   

 政策目標１－１ 重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進 主計局（総務課、司計課、調査課、主計官、主計

企画官） 

主計局司計課 

 政策目標１－２ 必要な歳入の確保 主計局（総務課）、主税局（総務課） 主計局司計課、主税

局総務課 

 政策目標１－３ 適正な予算執行の確保 主計局（司計課、総務課、法規課）、会計センタ

ー（研修部） 

主計局司計課 

 政策目標１－４ 決算の作成を通じた国の財政状況の的確な開示 主計局（司計課） 主計局司計課 

 政策目標１－５ 地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の適

切な遂行 

主計局（主計官、主計企画官）、主税局（総務

課）、理財局（計画官） 

主計局司計課、主税

局総務課、理財局総

務課 

 政策目標１－６ 公正で効率的かつ透明な財政・会計に係る制度の構築及びそ

の適正な運営 

主計局（法規課） 主計局司計課 

政策目標２ 適正かつ公平な課税の実現   

 政策目標２－１ 税制の基本的な原則を踏まえつつ、国民の安心を支え、経済

社会の活力を高め、国民・納税者の信頼を得ることができる

税制の構築 

主税局（総務課、調査課、税制第一課、税制第二

課、税制第三課、参事官室） 

主税局総務課 

 政策目標２－２ 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収 国税庁（長官官房総務課、人事課、会計課、企画

課、参事官、国際業務課、厚生管理官、広報広聴

官、相互協議室、税務相談官、首席国税庁監察

官、課税部課税総括課、個人課税課、資産課税

課、法人課税課、酒税課、消費税室、審理室、資

産評価企画官、鑑定企画官、徴収部管理課、徴収

課、調査査察部調査課、査察課、税務大学校）、

国税不服審判所 

国税庁総務課 

 政策目標２－３ 酒類業の健全な発達の促進 国税庁（課税部酒税課、鑑定企画官） 国税庁総務課 

 政策目標２－４ 税理士業務の適正な運営の確保 国税庁（長官官房総務課、課税部課税総括課、個

人課税課、資産課税課、法人課税課、酒税課） 

国税庁総務課 



付表５ 「政策の目標」ごとの政策所管課等及び各局課評価担当組織 

 

 

  

 

「政策の目標」 政策所管課等 各局課評価担当組織

政策目標３ 国の資産・債務の適正な管理   

 政策目標３－１ 財政投融資の対象として必要な事業を実施する機関への資金

供給の確保と重点化・効率化及びディスクロージャーの徹底

理財局（財政投融資総括課、管理課、計画官） 理財局総務課 

 政策目標３－２ 国有財産の適正かつ効率的な管理及び処分と電子情報処理シ

ステムを活用した現状把握及び情報開示 

理財局（国有財産企画課、国有財産調整課、国有

財産有効利用推進室、国有財産業務課、国有財産

審理室、特定国有財産整備室、管理課国有財産情

報室） 

理財局総務課 

 政策目標３－３ 庁舎及び宿舎の有効活用の推進 理財局（国有財産企画課、国有財産調整課、特定

国有財産整備室） 

理財局総務課 

 政策目標３－４ 国庫金の正確で効率的な管理 理財局（国庫課） 理財局総務課 

 政策目標３－５ 国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制 理財局（国債企画課、国債業務課） 理財局総務課 

政策目標４ 通貨及び信用秩序に対する信頼の維持   

 政策目標４－１ 日本銀行券・貨幣の円滑な供給及び偽造・変造の防止 理財局（国庫課通貨企画調整室） 理財局総務課 

 政策目標４－２ 金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確な金融

危機管理 

大臣官房信用機構課 大臣官房信用機構課

政策目標５ 貿易の秩序維持と健全な発展   

 政策目標５－１ 内外経済事情を踏まえた適切な関税率の設定・関税制度の改

善等 

関税局（関税課、業務課、調査課） 関税局総務課 

 政策目標５－２ 多角的貿易体制の強化及び経済連携の推進並びに税関分野に

おける手続等の国際的調和の推進 

関税局（参事官室（国際機構担当）、参事官室

（国際調査担当）、経済連携室） 

関税局総務課 

 政策目標５－３ 関税等の適正な賦課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並び

に税関手続における利用者の利便性の向上 

関税局（業務課、総務課、監視課、調査課、参事

官室（国際調査担当）、事務管理室、税関調査

室）、関税中央分析所 

関税局総務課 

政策目標６ 国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国の経

済社会の発展の促進 

  

 政策目標６－１ 外国為替市場の安定並びに国際金融システムの安定に向けた

制度強化及びその適切な運用の確保 

国際局（調査課、国際機構課、地域協力課、為替

市場課） 

国際局総務課 

 政策目標６－２ 開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための

資金協力・知的支援を含む多様な協力の推進 

国際局（地域協力課、開発政策課、開発機関

課）、関税局（参事官室（国際調査担当））、税

関研修所、財務総合政策研究所（研究部国際交流

室） 

国際局総務課、関税

局総務課 

政策目標７～11 財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確保   

 政策目標７－１ 政府関係金融機関等の適正かつ効率的な運営の確保 大臣官房政策金融課 大臣官房政策金融課

 政策目標８－１ 地震再保険事業の健全な運営 大臣官房政策金融課 大臣官房政策金融課

 政策目標９－１ 安定的で効率的な国家公務員共済制度等の構築及び管理 主計局（給与共済課） 主計局司計課 

 政策目標10－１ 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保 理財局（総務課調査室） 理財局総務課 

 政策目標11－１ たばこ・塩事業の健全な発展の促進と適切な運営の確保 理財局（総務課たばこ塩事業室） 理財局総務課 

組織運営の方針 高度な専門性に裏打ちされた、効果的・効率的かつ透明性の

高い行政運営を実施するための組織の維持・構築 

  

 組織運営の方針１ 政策立案・調整機能の発揮 大臣官房文書課、総合政策課、地方課 大臣官房文書課、総

合政策課、地方課 

 組織運営の方針２ 高い能力と見識を有する人材の育成・確保 大臣官房秘書課、関税局（管理課）、税関研修

所、財務総合政策研究所（研究部、研修部）、国

税庁（人事課、税務大学校） 

大臣官房秘書課、関

税局総務課、国税庁

総務課 

 組織運営の方針３ 国民・市場に対する的確な情報の発信・開示と意見の集約 大臣官房文書課（広報室、行政相談係、情報公

開・個人情報保護室）、地方課 

大臣官房文書課 

 組織運営の方針４ 電子政府実現に向けた行政の情報化の推進 大臣官房文書課（業務企画室、情報管理室）、会

計課、主計局（主計企画官付財政分析係、総務課

主計事務管理室、司計課、法規課）、関税局（総

務課）、理財局（総務課）、財務総合政策研究所

（調査統計部）、会計センター（管理運用部）、

国税庁（企画課） 

大臣官房文書課、会

計課、主計局司計

課、関税局総務課、

理財局総務課、財務

総合政策研究所総務

室、会計センター総

務室、国税庁総務課

 組織運営の方針５ 政策評価の着実な実施等による効果的・効率的な組織の運営 大臣官房文書課（政策評価室、企画調整室）、会

計課、主計局（司計課）、主税局（税制第一課、

税制第二課、税制第三課、参事官室）、関税局

（関税課）、理財局（財政投融資総括課、計画

官） 

大臣官房文書課、会

計課、主計局司計

課､主税局総務課、

関税局総務課、理財

局総務課 

 
（注）１ 「政策所管課等」欄及び「各局課評価担当組織」欄の第一番目に記載した課が、「政策の目標」ごとの取りまとめ課である。 

   ２ 官房各課の実績評価は、官房各課が一次審査を行う。 


